
専門家不在の小規模自治体における空き家等対策実施体制整備事業
（ほっかいどう空き家活用ネットワーク）

発表資料

課題 ・北海道には人口１万人以下の小規模自治体が124ある。このうち、専業不動産事業者が所在しない自治体
が111(89.5%)、司法書士が所在しない自治体が86(69.4%)あり、地元での空き家等相談対応が難しい

・住宅需要が低調な小規模自治体では、相続登記の手続き放置が散見され、適切に管理する、利活用する
といった目的意識が漫然なままに放置されている空き家が多数ある

目的 ・地元事業者と役場の連携による「(仮称)空き家活用協議会」組成の調整・運営支援
・空き家等対策活動に対する「ほっかいどう空き家活用ネットワーク」の広域連携実施体制の整備

取組内容 ・地元事業者アンケート、ヒアリングを通じた、地元の空き家等対策担い手の発掘
・空き家予備軍を想定した相続登記手続き放置の解消、法改正による登記義務化等の情報提供
・空き家実態調査による所有者探索、相談会開催、及び空き家情報データベースの整備

・遠隔地在住所有者に代わって空き家適正管理を代行する「空き家管理事業」のモデル試行
・移住希望者等が、住みたい空き家の条件を登録する「空き家 “住みたい”バンク」の検討
・利活用可能な戸建空き家を改修して賃貸化する「戸建空き家 賃貸化事業」の検討

成果 ・空き家実態調査の実施
・空き家情報データベースの構築、トリアージ
・空き家位置写真帳の作成
・空き家所有者の特定、空き家相談会の実施
・空き家利活用ｱﾝｹｰﾄ、ﾋｱﾘﾝｸﾞ、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの実施

・専用ホームページの運営
・空き家インスペクションの実施
・空き家見廻り、空き家管理サービスの試行
・空き家住みたい・使いたいＢａｎｋの試行
・固定資産税通知同封の空き家予防チラシの作成

中頓別町 鶴居村 安平町 厚真町 むかわ町 松前町

統計：

人口（人） 1,641 2,513 7,504 4,420 7,664 6,624

世帯数（世帯） 863 1,203 4,018 2,125 4,057 3,830

高齢化率（％） 39.6 32.9 36.7 36.8 40.5 49.8

高齢単身世帯割合（％） 17.3 12.0 16.9 13.2 17.2 23.3

民営借家世帯割合（％） 3.0 3.4 8.5 7.6 12.6 8.8

面積（㎢） 398.51 571.80 237.16 404.61 711.36 293.25

専門家等の所在状況：

宅建士（専業の宅地建物取引業者） なし なし なし なし なし なし

司法書士（司法書士事務所） なし なし 2 なし 1 なし

税理士（税理士事務所） なし なし 1 なし なし なし

北海道住宅検査人（建築士事務所） なし なし なし なし なし なし【対象自治体の位置】

【対象自治体の人口、世帯数、専門家の所在状況】



地元事業者空き建物等利活用アンケート

①調査対象 ・対象自治体に店舗や事務所、事業所を開設している法人及び個人事業主のうち、国税庁法人番号検索、
電話帳（ハローページ企業名掲載ページ）、及びインターネット上の情報により、倒産や閉業、長期
休業等の状態にないことが確からしい事業者等を対象とした。

②配布･回収方法 ・郵送配布及び郵送回収

③調査期間 ・令和３年８月２０日（金）～１２月１０日（金）〔中頓別町、鶴居村、安平町、厚真町、松前町〕
※むかわ町は、令和２年１０月９日（金）～１０月２６日（月）実施〔R02年度国補助事業〕

④配布数･回収数 ・６町村合計：有効配布数１，１８４票、有効回収数４０８票、回収率３４．５％

【アンケート調査概要】

【アンケート調査結果】
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中頓別町 4 4 2 1 3 1 0 0 1 2 3 2 0 9 32

n=32 12.5% 12.5% 6.3% 3.1% 9.4% 3.1% 0.0% 0.0% 3.1% 6.3% 9.4% 6.3% 0.0% 28.1% 100.0%

鶴居村 1 4 0 1 1 0 0 0 2 4 4 1 3 4 25

n=27 3.7% 14.8% 0.0% 3.7% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 7.4% 14.8% 14.8% 3.7% 11.1% 14.8% 92.6%

安平町 4 6 3 5 3 0 1 1 1 2 6 1 8 13 54

n=103 3.9% 5.8% 2.9% 4.9% 2.9% 0.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.9% 5.8% 1.0% 7.8% 12.6% 52.4%

厚真町 2 4 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 4 4 24

n=45 4.4% 8.9% 6.7% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 0.0% 2.2% 2.2% 0.0% 8.9% 8.9% 53.3%

むかわ町 10 11 7 11 3 2 3 1 5 5 4 8 7 12 89

n=126 7.9% 8.7% 5.6% 8.7% 2.4% 1.6% 2.4% 0.8% 4.0% 4.0% 3.2% 6.3% 5.6% 9.5% 70.6%

松前町 6 6 3 3 1 1 3 1 1 1 4 2 4 9 45

n=75 8.0% 8.0% 4.0% 4.0% 1.3% 1.3% 4.0% 1.3% 1.3% 1.3% 5.3% 2.7% 5.3% 12.0% 60.0%

合計 27 35 18 22 12 5 8 4 10 15 22 14 26 51 269

n=408 6.6% 8.6% 4.4% 5.4% 2.9% 1.2% 2.0% 1.0% 2.5% 3.7% 5.4% 3.4% 6.4% 12.5% 65.9%

問３．貴事業所等の空き建物等への関心について、該当する項目をすべて選び、番号に○を付けて下さい（複数回答）。

※自社従業員や協力者のための住宅として空き家を活用したいと回答した事業所等が２５％



空き家ビジネス意見交換会（ワークショップ）の開催

①ワークショップ
のテーマ

・空き家ビジネスのアイディア
・空家の課題、必要な取組み、期待すること、など

②周知方法 ・郵送による開催案内、参加申込書の送付（鶴居村内事業者等）
・村公式ＨＰへの開催案内、参加申込書の掲載

③開催日時・会場 ・令和３年１０月８日（金）１３：３０～１５：１５
鶴居村役場２階 第１・２会議室

④参加者数 ・１４名（村内１０名、村外４名）

【ワークショップ実施概要（＠鶴居村）】

【ワークショップの様子】 【ワークショップの主な意見（抜粋）】



空き家住みたい・使いたいＢａｎｋの試行

『空き家
住みたい・使いたい

Ｂａｎｋ』

受託者：株式会社シー・アイ・エス計画研究所
宅地建物取引業登録
北海道知事（２）第8052号 平成25年登録

空き家需要の投稿

■誰がどの場所でどのようにどんな空き家に住みたいのか（=需要）を見える化する仕組み
・個人（住む予定の人）でも、法人（住まわせようとする人、雇い主）でも投稿OK
・誰がどのようにお金を払ってくれるのか（売買なのか、賃貸なのか）を明らかにする
・ありったけの希望と予算（支払い可能額）を明示させる

該当空き家の探索

候補空き家の絞り込み 候補空き家の紹介

所有者への打診

交渉へ

需要者

▲当面は、
・ほっかいどう空き家活用ネットワーク
・連携自治体
の担当者が対応

▲空き家情報ＤＢの活用

所有者意向調査

諾否の連絡

空き家
(予備軍)
所有者

【オプションサービスの例】
▲不用家財処分等サービスの斡旋
▲リフォーム事業者の斡旋
▲空き家インスペクションの斡旋
▲仲介や登記等の専門的実務の提供

※令和3年12月、むかわ町公式HPにリンク貼付。
※令和4年1月、安平・厚真両町移住定住HPにリンク貼付。
※開設から１ヶ月間で既に２件の投稿。



地元事業者による空き家見廻り・管理ビジネスの展開

■空き家適正管理の担い手として、地元事業者に活躍して貰う仕組み
・空き家に関わる困り事は、専門的、職能的実務やサービスに限らない
・地元でできることは地元でやって貰う ～小さな空き家ビジネスの展開～
・障がい者や高齢者にも活躍の場がある ～就労継続支援B型事業所、シルバー人材センターとの連携～



空き家インスペクションの実施

■空き家の正しい情報を開示し、安心な取引を支える取組み
・空き家バンクには、空き家の状態（修繕の必要性）に関する情報が皆無 ⇒住むために必要な費用がわからない
・空き家インスペクションにより、「契約不適合（瑕疵）のない状態か否か」を明らかに
・空き家所有者は、売却価格を減額することにより「契約不適合（瑕疵担保）責任の免責」を選択可能となる
・空き家購入予定者も、修繕費用に見合う減額となっているかの検討が可能となる

○従来の空き家バンク ○「インスペクション」付き空き家バンク

【空き家バンクにおいて】

買い手が現れず

いつまでも売れ残る

【街の空き家が】

管理不全のまま放置される、

空き家が増える

【空き家所有者等が】

空き家の劣化状況を

把握していない

【空き家バンクにおいて】

買い手が見つかり

適正に取引される

【街の空き家が】

適正に管理される、

リフォーム需要が増える

【空き家有者等が】

空き家の劣化状況を

把握し、情報開示する

悪循環 好循環

【空き家インスペクションの様子】

【空き家インスペクションの普及による空き家流通の好循環】


